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主  要  目  次 

 

告   示 
 1318 指定管理者の指定（環境企画課） 
 1319 指定管理者の指定（福祉保健課） 
 1320 指定管理者の指定（障害福祉課） 
 1321 指定管理者の指定（産業政策課） 
 1322 指定管理者の指定（都市整備課） 
 1323 指定管理者の指定（港湾振興課） 
教育委員会告示 
 ８ 指定管理者の指定（文化行政課） 
 

告   示 

◎新潟県告示第1318号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。 

平成28年12月27日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称 

  新潟県関岬キャンプ場 

２ 指定管理者となる団体の所在地及び名称 

  東京都台東区東上野５丁目１番５号 

  一般財団法人休暇村協会 

３ 指定の期間 

  平成29年４月１日から平成32年３月31日まで 

４ 指定年月日 

  平成28年12月22日 

 

◎新潟県告示第1319号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。 

平成28年12月27日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称 

  新潟ユニゾンプラザ 

２ 指定管理者となる団体の所在地及び名称 

  新潟市中央区上所２丁目２番２号 

  社会福祉法人新潟県社会福祉協議会 

３ 指定の期間 

  平成29年４月１日から平成34年３月31日まで 

４ 指定年月日 

  平成28年12月22日 
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◎新潟県告示第1320号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。 

平成28年12月27日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称 

 新潟県新星学園 

２ 指定管理者となる団体の所在地及び名称 

 佐渡市栗野江1810番地21 

 社会福祉法人しあわせ福祉会 

３ 指定の期間 

 平成29年４月１日から平成34年３月31日まで 

４ 指定年月日 

 平成28年12月22日 

 

◎新潟県告示第1321号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。 

平成28年12月27日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称 

 新潟県起業化支援・交流拠点施設 

２ 指定管理者となる団体の所在地及び名称 

 新潟市中央区万代島５番１号 

 公益財団法人にいがた産業創造機構 

３ 指定の期間 

 平成29年４月１日から平成34年３月31日まで 

４ 指定年月日 

 平成28年12月22日 

 

◎新潟県告示第1322号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。 

平成28年12月27日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称 

  新潟県立紫雲寺記念公園 

２ 指定管理者となる団体の所在地及び名称 

  新潟市中央区東堀前通６番町1061番地 

  紫雲寺記念公園プロモーションパートナー 

   構成員：環境をサポートする株式会社きらめき 

       株式会社紫雲寺記念館 

       株式会社新潟グリーンテック 

３ 指定の期間 

  平成29年４月１日から平成36年３月31日まで 

４ 指定年月日 

  平成28年12月22日 

 

◎新潟県告示第1323号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。 

平成28年12月27日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称 
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 展望室（朱鷺メッセ） 

２ 指定管理者となる団体の所在地及び名称 

 新潟市中央区万代島５番１号 

 ホテル朱鷺メッセ株式会社 

３ 指定の期間 

 平成29年４月１日から平成36年３月31日まで 

４ 指定年月日 

 平成28年12月22日 

 

教育委員会告示 

◎新潟県教育委員会告示第８号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。 

平成28年12月27日 

新潟県教育委員会 

   教育長  池 田  幸 博 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称 

    新潟県政記念館 

２ 指定管理者となる団体の所在地及び名称 

    新潟市中央区上大川前通９番町1268番地２ 

    新潟県政記念館運営グループ 

   株式会社新潟ビルサービス 

   新潟市上古町商店街振興組合 

３ 指定の期間 

    平成29年４月１日から平成31年３月31日まで 

４ 指定年月日 

    平成28年12月22日 
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